
令和２年５月 12 日 
 報道機関各位 

地域経営課長 
健康づくり課長  

  農林課長    

 「＃三条エール飯プラス」とは、市内飲食店で安心して飲食いただけるよう

「新しい生活様式」に適応した店舗等を三条市が SNS 等を通じて PR していくも

のです。 

 

・「＃三条エール飯＠ミセ」 

  三条市が示す行動基準に協力いただける店舗を SNS 等で当該店舗の利用イ

メージととも発信します。 

 

・「＃三条エール飯＠ソト」 

  三条市が示す行動基準に協力いただける店舗等の駐車場などを活用した屋

外の新たな飲食空間を SNS 等で当該空間の利用イメージとともに発信しま

す。 

 

・「＃三条エール飯＠ウチ」 

  各店舗のお弁当などの情報を SNS で発信します。 

 

※ 「＠ミセ」及び「＠ソト」の行動基準は別紙のとおりです。 

「＃三条エール飯プラス」の開始 

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている飲食店を支援するため取り組ん

できたこれまでのテイクアウトやデリバリーの情報発信に加え、「新しい生活様式」

に適応した店舗等の情報を発信する「＃三条エール飯プラス」を開始しました。 

担当：健康づくり課 食育推進室 大泉 

電話：0256-34-5448 
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「＃三条エール飯＠ミセ」に係る店舗における行動基準について 

 

１ 店舗のレイアウト基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「グループ」：家族単位や会社単位など、連絡を取り合えるまとまり 

※小上がりの場合も同様とします。 

 

２ 「新しい生活様式」に基づく店舗運営上の基準 

（※上記のレイアウト基準は必須） 

時 点 店 舗 利用客 

入店時 ・手指消毒液を設置する。 

・待合中の混雑を避け、車内待機

等の屋外待機を依頼する。 

・発熱や風邪の症状がある場合は

入店しない。 

・着席までマスクを外さない。 

・手指消毒をする。 

飲食時 ・一人一品の料理提供が困難な場

合は、トングや菜箸などを用意

する。 

・料理を取り分ける際は、自分の箸

ではなく、店舗側が用意したトン

グなどを使用する。 

・お酌、グラスやお猪口の回し飲み

は避ける。 

会計時 ・金銭の授受時にはトレイを活用

するなど直接手渡しをしない。 

・電子決済を活用する。 

・代表者が取りまとめて支払うな

ど、会計時の混雑を生まない。 

片付け時 ・テーブルなど、利用客が頻繁に

触る物品や箇所は、特にこまめ

に消毒する。 

・食べ終わったらなるべく早く席

を譲るよう配慮する。 

常 時 ・発熱や風邪の症状がある場合は

従事しない。 

・従業員は手指消毒するととも

に、マスクを着用する。 

・こまめに換気する。 

・トイレにはペーパータオルを設

置する。 

 

※店舗側：カウンターでの商品提供が主体である場合は、アクリル板で店舗側と客席

側を仕切るなどの配慮をお願いします。 

別紙 



 

 

「＃三条エール飯＠ソト」に係る屋外における行動基準について 

 

１ テイクアウト休憩所のレイアウト基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「グループ」：家族単位や会社単位など、連絡を取り合えるまとまり 

 

２ 「新しい生活様式」に基づくテイクアウト休憩所運営上の基準 

（※上記のレイアウト基準は必須） 

時 点 出店者 来場者 

来場時 ・会計時に混雑を生まないよう、

商品の写真等を表示し、来場者

が商品を決めやすくする。 

・来場者が多い場合は、整理券の

配布や入場制限を行う。 

・発熱や風邪の症状がある場合は

入場しない。 

・飲食時を除きマスクを外さない。 

待合時 ・１メートル間隔でマーキング表

示する。 

・１メートル間隔で並ぶ。 

会計時 ・金銭の授受時にはトレイを活用

するなど直接手渡しをしない。 

・電子決済を活用する。 

・代表者が取りまとめて支払うな

ど、会計時の混雑を生まない。 

飲食時 ・手指消毒液を設置する。 ・手指消毒をする。 

片付け時 ・テーブルなど、利用客が頻繁に

触る物品や箇所は、特にこまめ

に消毒する。 

・食べ終わったらなるべく早く席

を譲るよう配慮する。 

常 時 ・発熱や風邪の症状がある場合は

従事しない。 

・従事者は手指消毒するととも

に、マスクを着用する。 
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